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【判例評釈】仮差押債務者が債権の仮差押えを受け
た後に第三債務者との間で示談をした場合に当該債
権に対する転付命令を得た仮差押債権者が第三債務
者に対して示談金額を超える額の請求をすることが
できないとした原審の判断に違法があるとされた事
例　:　最判令和3 年1 月12 日・裁判所時報1760
号1 頁、判タ1485 号28 頁、判時2490 号3
頁　令和1 年（受）第1166 号　損害賠償事件
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■	事実関係

1. 平成22年9月19日、X は、当時14歳の A と H
から、金品強取の目的による暴行を受け、路上に
転倒して頭部を強打し、右急性硬膜下血腫、左視
床梗塞、脳挫傷、鎖骨骨折等の重傷を負った。

2. B は A の父、C は B の配偶者で A の母、D およ
び E は、B の子である。

3. 平成26年9月9日、B が運転する車両と Y が運
転する車両が衝突した交通事故（以下「本件事故」
という。）により、B は死亡した。この事故は、
Y の過失により発生したものであり、B は Y に
対して、不法行為に基づく損害賠償請求権（以下

「本件事故の賠償金」という。）を取得した。
4. X は、X を債権者、A らを債務者ら、Y を第三

債務者とする債権仮差押命令を申し立て、以下の
ように主張した。
㋐ X は、本件強盗致傷事件により損害を被り、

加害者 A に対し、不法行為に基づき 4822万
3907円の損害賠償請求権を有する。

㋑ A の親権者である B・C が A に対する監督義
務を怠った結果、本件強盗致傷事件は発生した
ので、X は B・C に対して、監督義務違反を理
由として不法行為に基づき 4822万3907円の損
害賠償請求権を有する。B が死亡した結果、D・
E は法定相続割合（各6分の 1）で原告に対す

る B の損害賠償債務を相続した。
㋒同様に、B の死亡にともない、A らは、Y に対

する、本件事故に基づく損害賠償請求権を法定
相続割合（C は 2分の 1、A、D、E は各6分の
1）により相続した。

㋓したがって、X を債権者、A らを債務者、Y
を第三債務者、X の A らに対する損害賠償請
求権を被保全権利（ただし、A 及び C につい
ては内金）、A、C、D および E が B から相続
した被告 Y に対する本件交通事故に基づく損
害賠償請求権を被仮差押債権とする仮差押命令
を求める。

5. 平成27年11月13日、千葉地方裁判所は X の申
立てを認め、X の A に対する損害賠償請求権の
うち 803万7320円、X の C に対する損害賠償請
求権のうち 2411万1953円、X の D および E に
対する各損害賠償請求権各803万7317円を各被
保全権利、A らの Y に対する本件事故に基づく
各損害賠償請求権のうち前記各請求債権額に満つ
るまでを各被仮差債権とする仮差押命令（以下「本
件仮差押命令」という。）を発令した。同命令の
正本は平成27年11月14日に Y に、同月21日に
A らに、各送達された。送達を受けた Y は、被
仮差押債権の存在を認め弁済の意思もあるが、金
額については示談中であるため決定していない旨
の陳述を行った。

6. その後、平成28年10月6日付で、Y と A らは本
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【判例評釈】
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